
注 文 書

業 務 番 号 2026000356

業 務 名 古川第四小学校外３校給食室空調整備工事設計業務

業 務 場 所 大崎市古川大宮八丁目２番１号 外

履 行 期 限 令和８年９月３０日

添 付 書 類

１．特 記 仕 様 書

２．図 面

３．参 考 内 訳 書

１．暴力団等の排除について

（１） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６

月１日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められた

ときは，契約を解除することがある。

（２） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請け

させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請け若しくは受託

をさせた者が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請

契約等の解除を求めることがある。

（３） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」

という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行

い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契

約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受

けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜

査協力及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発

生すると認められるときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長

等の措置を講じる。

２．その他

工事等の実施にあたり，東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の

積極的な雇用に努めること。
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古川第四小学校外３校給食室空調整備工事設計業務

特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１．業務の名称 古川第四小学校外３校給食室空調整備工事設計業務

２．計画施設概要

（１）施 設 名 称 別紙一覧表のとおり

（２）敷地の場所 別紙一覧表のとおり

（３）施 設 用 途 学校施設（学校給食調理場） ※（ ）内は，当該対象用途

３．設計与条件

（１）敷地の条件

・用途地域及び地区の指定 別紙一覧表による

（２）施設の条件

ａ．工 事 種 別 改修工事（空調設備設置工事）

ｂ．施設の延べ面積 別紙一覧表による

※○内の数字は施設台帳の番号を示す

ｃ．主 要 構 造 別紙一覧表による

※○内の数字は施設台帳の番号を示す

ｄ．耐震安全性の分類

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年 3 月 29 日国営計第 126 号）によ

る耐震安全性の分類は以下のとおりとする。

１）構造体 Ⅱ類

２）建築非構造部材 Ａ類

３）建築設備 乙類

（３）建設の条件

ａ．概算工事費 31,000 千円程度（税抜）

※電気設備・機械設備含む

ｂ．建設概算工期 （ 令和 9 年 6 月から令和 9 年 9 月 ）

（４）設計与条件については，次の資料による。
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○・設計概要書（別紙による。）

・

Ⅱ 業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は，「耐震診断・評価業務委託共通仕様書」平成 13 年 3 月

19 日宮城県土木部営繕課・設備室監修，「宮城県建築設計業務委託共通仕様書」令和 7 年 4 月宮城

県土木部営繕課・設備課，及び「耐震診断評価の手引き（第 4 版）」（財団法人宮城県建築住宅セ

ンター編集）のうち，改修設計関連事項を準用する。

１．特記仕様書の適用

特記仕様書に記載された特記事項の中で・印のついたものについては，○印がついたもの（○・）

を適用する。

２．耐震補強設計業務は，建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律第 123 号）特定建

築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する指針（平成 7 年建設省告示第 2089 号）に基づき，Ｒ

Ｃ造は「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針・同解説（最新版）」（国土交通省

住宅局建築指導課監修）及び「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針適用の手引き

（最新版）」（国土交通省住宅局建築指導課監修）により，鉄骨造は「耐震改修促進法のための

既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修設計指針・同解説（最新版）」により，耐震診断結果

に基づき耐震性能目標値を定めて行う。

３．管理技術者等の資格要件

（１）管理技術者の資格要件は次による。

○・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士として意匠設計または工事監理の実務

経験 8 年以上の者で入札参加者と直接的な雇用関係にある者

・「耐震診断・補強設計講習会」の受講者

（２）照査技術者の資格要件は次による。

○・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士として意匠設計または工事監理の実

務経験 10 年以上の者

（３）担当技術者

○・担当技術者は，設計・積算等に技術能力及び経験を有する者とする。

○・担当技術者の中から，建築（意匠および構造），電気設備，機械設備の各部門毎の責任者と

して，担当主任技術者を１名ずつ選定し配置する。また，管理技術者は建築意匠または建築

構造担当主任技術者を兼ねることができる。

○・建築担当主任技術者は，（ ・ 一級建築士 ○・ 一級建築士又は二級建築士）であること。

・構造担当主任技術者は，（ ・ 構造設計一級建築士 ・一級建築士 ・一級建築士又は二級

建築士 ）であること。

・電気設備，機械設備担当主任技術者のいずれかは建築士法（昭和２５年法律第 202 号）によ

る（ ・設備設計一級建築士 ・ 建築設備士 ）であること。

・電気設備及び機械設備担当主任技術者は,建築士法（昭和２５年法律第 202 号）による
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（・設備設計一級建築士 ・ 建築設備士 ）であること。

○・電気設備担当主任技術者は，電気設備設計または電気設備工事監理の実務経験 8年以上の者

○・機械設備担当主任技術者は，機械設備設計または機械設備工事監理の実務経験 8年以上の者

４．設計業務の範囲

（１）一般業務の範囲

a.基本設計業務

・耐震補強基本設計

・大規模改造基本設計

b.実施設計業務

・耐震補強実施設計（補強により生ずる意匠，建築設備を含むと共にクラック補修等も含む。）

・大規模改造実施設計

○・機械設備機器類改修

○・建築（意匠）実施設計

・建築（構造）実施設計

○・電気設備実施設計

○・機械設備実施設計

・外構実施設計

（２）追加業務の内容及び範囲

a.内容及び範囲

・○建築積算業務（直接工事費及び積上げによる共通仮設費内訳書の作成を含む）

・○電気設備積算業務（直接工事費及び積上げによる共通仮設費内訳書の作成を含む）

・○機械設備積算業務（直接工事費及び積上げによる共通仮設費内訳書の作成を含む）

・外構積算業務（直接工事費及び積上げによる共通仮設費内訳書の作成を含む）

・○積算数量調書の作成

・○工事費算定の作成（ＲＩＢＣ使用）

・○単価作成資料の作成（複合単価等（代価表，別紙明細書を含む））

・○見積徴収

・○見積検討資料の作成（市場価格調査含む）

○・概算書の作成（単価根拠添付）

・透視図の作成 種類（ ），判の大きさ（ ），枚数（ ）

額の有無（ ）及び材質（ ）

・透視図の写真撮影 カット枚数（ ），判の大きさ（ ），枚数（ ）

白黒・カラーの別（ ）

・模型作成 縮尺（ ），主要材料（ ）

ケースの有無（ ）及び材質（ ）

・模型写真撮影カット枚数（ ），判の大きさ（ ）

枚数（ ），額の有無（ ）及び材質（ ）

・パネル作成 カラーパネルの作成（ ），判の大きさ（ ）

枚数（ ），額の有無（ ）及び材質（ ）

・計画通知申請手続き業務（建築基準法施行規則第１条の３に基づく添付書類含む）
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・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務（標識看板の作

成設置報告書の届出，日影図の作成）

・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務

・省エネルギー関係図書の作成及び申請手続き業務

・環境問題に対応する業務(LCC，LCCO2 の計算，算出等)

・リサイクル計画書の作成

○・石綿（吹き付け材，建材，煙突，保温断熱材等アスベストの含有が見込まれるもの）調

査報告書

・ ユニバーサルデザイン技術資料作成（建築図，設備図，外構図含む）

・ 国庫補助及び交付金事業に係る特例加算資料の作成業務

・ 住宅性能評価に係る必要業務

○・建設廃材に廃棄に係る，廃棄場所リスト・場所までの運搬図（距離明示），また，「建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に該当する場合も同様の扱いとする。

・耐震補強計画の評価（判定）業務（評価に伴うヒアリング等の打合せを含む公的機関の

確認，宮城県教育委員会における内容聴取の資料作成及び説明実施）

・長寿命化改良事業（文部科学省）に必要な現地調査及び報告書の作成

○・概算工事工程表の作成

５．基本設計成果物の部分引渡しの有無

・有（引渡期限：令和 年 月 日） ○・無

６．業務の実施

（１）一般事項

ａ．基本設計業務は，提示された設計与条件及び運用基準等によって行う。

ｂ．実施設計業務は，提示された設計与条件，基本設計図書及び適用基準等によって行う。

ｃ．積算業務は，調査員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。

（２）打合せ及び記録

打合せは次の時期に行う。

ａ．業務着手時

ｂ．調査員又は管理技術者が必要と認めたとき

ｃ．その他（ ）

（３）評 価

耐震診断等評価委員会の評価を受けること。

評価申請手数料は，

・受注者負担 ・発注者負担 ・本業務に含まれているものとする。

（４）適用基準等

特記なき場合は,建設大臣（国土交通大臣）官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。

ａ．建 築
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○・官庁施設の総合耐震計画基準 最新版

○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 最新版

○・建築工事設計図書作成基準 最新版

○・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 最新版

○・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 最新版

○・公共建築工事標準詳細図 最新版

○・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）最新版

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）

○・文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）最新版

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）

○・学校建築構造設計指針（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）最新版

○・文部科学省土木工事標準仕様書（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）最新版

○・文部科学省別図 各部配筋（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）最新版

・

ｂ．建築積算

○・公共建築工事積算基準 最新版

○・建築数量積算基準・同解説

○・建築工事内訳書標準書式 建築積算研究会制定

○・建築工事内訳書作成要領（建築工事編）

・○・調査員が提出した資料

・（ ）

ｃ．設 備

○・官庁施設の総合耐震計画基準 最新版

○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 最新版

・建築設備計画基準 最新版

・建築設備設計基準・同要領 最新版

○・公共建築設備工事標準仕様書（電気設備工事編） 最新版

○・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 最新版

○・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 最新版

○・文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）最新版

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）

○・文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）最新版

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）

○・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 最新版

○・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 最新版

○・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 最新版

○・文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）最新版

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）

○・文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）最新版

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）

○・建築設備設計計算書作成の手引 最新版

○・宮城県設備設計要領（学校編） 最新版
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ｄ．設備積算

○・公共建築工事積算基準 最新版

○・建築設備数量積算基準・同解説

○・建築設備工事内訳書標準書式 建築積算研究会制定

○・建築工事内訳書作成要領（設備工事編）

・○文部科学省標準単価積算基準（特記基準）

（文部科学省文教施設整備技術研究会編集）最新版

（５）貸与資料

・敷地測量図

・地質調査報告書

・現況建物完成図

・耐震補強報告書

○・既存建物図面

○・ＲＩＢＣ用名称ファイル

（６）成果物の提出場所

大崎市建設部 建築住宅課

７．成果物

（１）基本設計

①建築（意匠）

・仕様概要書

・基本設計図

・基本図 ※2

・計画説明書

・工事費概算書

・各種技術資料

・（ ）

②建築（構造）※１

・基本構造計画案

・構造計画概要書

・仕様概要書

・工事費概算書

・各種技術資料

③電気設備※１

・電気設備計画概要書

・仕様概要書

・工事費概算書

・各種技術資料

④機械設備※１

・空気調和設備計画概要書
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・給排水衛生設備計画概要書

・昇降機設備計画概要書

・仕様概要書

・工事費概算書

・各種技術資料

・（ ）

※1 建築（構造）並びに電気及び機械設備の成果図書は，建築（意匠）基本設計の成果図書の中に

含めることもできる。

※2 基本図とは，仕上表，面積表及び求積図，敷地案内図，配置図，各階平面図，断面図，各面立

面図，主要部矩計図をいう。

（２）実施設計

①建築（意匠）

○・建築（意匠）設計図

・計画通知申請図書

○・建築工事積算数量算出書

○・参考見積書及び見積比較表

・防災計画図書

・省エネルギー関係図書

○・各種技術資料

・（ ）

②建築（構造）※１

○・建築（構造）設計図

・構造計算書（既存校舎への太陽光発電設備の設置に伴う既存校舎の構造の検討）

○・建築工事積算数量算出書

・参考見積書及び見積比較表

○・各種技術資料

・（ ）

③電気設備

○・電気設備設計図

・計画通知申請図書

○・各種計算書

○・電気設備工事積算数量算出書

○・参考見積書及び見積比較表

・防災計画図書

・省エネルギー関係図書

○・各種技術資料

④機械設備

○・機械設備設計図

・計画通知申請図書

○・各種計算書

○・機械設備工事積算数量算出書
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○・参考見積書及び見積比較表

・防災計画図書

・省エネルギー関係図書

○・各種技術資料

※１建築（構造）の成果図書は，建築（意匠）実施設計の成果図書の中に含めることもできる。

８．提出部数等

（１）基本設計

成 果 物 等 基 本 形 態 等 提出部数 摘 要

ａ．基本設計書

・計画説明書

・基本構造計画案

・構造仕様概要書

・各設備計画概要書

・各設備仕様概要書

・基本設計図

Ａ4 判（設計図は見開きＡ

3 判）製本

ｂ．基本設計書概要書

・計画説明書（概要）

・基本構造計画案（概要）

・構造仕様概要書（概要）

・各設備計画概要書（概要）

・各設備仕様概要書（概要）

・基本設計図

Ａ4 判（設計図は見開きＡ

3 判）製本

ｃ．工事費概算書

・建築工事費概算書

・電気設備工事費概算書

・機械設備工事費概算書

Ａ4 判綴じ

ｄ．資料

・各技術資料

・各記録書

Ａ4 判ファイル
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（２）実施設計

※1 建築（構造）の成果図書は，建築（意匠）実施設計の成果図書の中に含めることができる。

成 果 物 等 基 本 形 態 等 提出部数 摘 要

ａ．設計図※1

・各工事設計原図

○・各工事設計図

・各工事設計図縮小図

・構造計算書

○・仮設計画図（仮囲い，仮設トイレ等）

原図ケース入れ

Ａ3 判 2 つ折り製本

Ａ3 コピー（白）

Ａ3 判 2 つ折り製本

コピー（白），Ａ3 判

Ａ4 判ファイル

設計図に含める

1 部

3 部

4 部

3 部

4 部

2 部

ﾃﾞｰﾀ添付（ﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄは

JWW を標準とし，その他

は協議の上決定する）

ｂ．積算関係図書

○・各工事積算数量算出書

○・各工事参考見積書，見積比較表

○・工事費積算書※2

○・数量算出チェックリスト

○・積算数量調書チェックリスト

○・数量チェックシート

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

ﾃﾞｰﾀ添付（ﾌｫｰﾏｯﾄは Excel

を標準とし，その他は協

議の上決定する）

ｃ．その他

・防災計画書

・省エネルギー関係図書

・耐震診断補強設計報告書

・耐震性能判定表

・耐震性能判定通知表

・耐震診断チェックリスト

・計画通知申請図書

・構造計算書

・天井等耐震点検チェックリスト

（学校施設における天井等落下防止対策のための手引きによる）

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4判黒表紙金文字入製本

Ａ4 判折り製本

Ａ4 判ファイル

1 部

2 部

2 部

2 部

2 部

2 部

2 部

2 部

ﾃﾞｰﾀ添付

ｄ．資料

○・工事費概算書及び設計内容説明書

（建築，電気，機械）

・耐震補強工事比較検討書

○・諸官庁打合せ報告書

（建築，電気，機械）

○・建築・電気・機械の連絡調整打合

せ記録

○・図面(JWW)・積算(Excel)ﾃﾞｰﾀ

○・各種技術資料（各種比較検討書作

成）

○・アスベスト，建設廃材調査書

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

CD-RW

Ａ4 判ファイル

Ａ4 判ファイル

2 部

2 部

2 部

2 部

1 枚

1 部

2 部

着手後

補強方法検討時

随時

随時

設計完了時

随時

随時
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※2 工事費積算書の作成は，営繕積算システム RIBC（財団法人 建築コスト管理システム研究所）による

（３）設計原図の材質等

ａ．設計原図の材質 ・トレーシングペーパー ・（ ）

ｂ．設計原図の大きさ ・Ａ1 判 ○・Ａ3 判

９.その他の特記事項

（1） 工事発注後，設計図書に疑義が生じたとき等は，「設計意図を伝達」するため派遣を求める場合も

ある。

（2） 設計に当たり，事前に調査員及び学校関係者との協議等に要する資料作成は本設計業務に含む。

また， 詳細設計に先立ち十分な現地調査に基づく工事範囲や内容を調査員と協議のうえ立案し，概

算工事費の算出を行い予算額の目途を付けたうえで詳細設計に着手すること。

(3) 学校施設を使いながら（開校中）の工事であり，調査員と協議のうえ仮設計画など，安全対策等に十

分留意した設計を行うこと。

(4) 非構造部材について耐震化を行う場合，天井，照明器具及び設備機器等の落下・転倒の危険性に

ついて調査しその落下・転倒防止工事を行う。

（5） 提出した設計図書は，調査員の審査を経て，検査官の検査に合格しなければならない。調査員の

審査，検査官の検査の結果，指摘された事項は速かに訂正しなければならない。（図面訂正に伴う成

果品等の訂正を含む。）

（6） 見積を必要とする工事，二次製品及び機器類は原則三社以上の見積りを徴し，見積り比較表を作

成すること。単価採用の条件等は，調査員と協議のうえ決定するものとする。

(7) 既存建築物の使用建材について当該工事対象建材については，石綿含有量及び劣化状況，調査

（既存図面，インターネット等公表されている資料を用いる）を行い，適正な処理ができるよう整理するこ

と。調査で不明なものは「不明である旨」を明記すること。（調査に係る石綿含有分析費用は本設計委

託業務に含まない。）

(8) 設計図書のうち設計図は，学校別（校舎，屋内運動場等）及び工種別（建築，電気，機械等）にまと

めること。但し，どちらか一方の工事費割合が軽微な割合，または，全体の直接工事費が少額になる場

合は，調査員と協議する。また，積算及び内訳書は，耐震補強工事と大規模改造工事を明確に区分

すること。大規模改造工事のうちトイレ改修工事について，トイレ改修工事として項目を設け区分するこ

と。このことは，工事種別においても同様とする。

（９） 構造計画に先立ち地質調査（ボーリング調査）をすること。

国土交通大臣官房官庁営繕部監修敷地調査共通仕様書によるボーリングとし，延長は約（ ）ｍ，箇

所数は（ ）箇所とする。

標準貫入試験を行い，乱された試料の採取を行う。

（地質調査報告書３部及び土質標本１式提出。）

（10） 設計に先立ち，別紙図に示す範囲の測量及び施設調査（電気，給排水，汚水及び空調機器等）を

行うこと。

測量等の方法・専門業者による測量及び調査

・設計事務所職員等による設計に必要な測量及び調査

(11) その他の事項

１) 製図法は，JIS A 0150(建築製図)及びJIS Z 8302(製図通則)による。

２) 文字は，かい書で丁寧に記入し，左横書きを原則とする。英字は，印刷体で記入する。

３) 寸法単位については，数量単位は，メートル法による。寸法線の記載数字は原則としてミリメートル
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単位で記入する。

４) 特殊な工法及び使用資材のうち，やむを得ずメーカーの指定をしなければいけない資材について

は、事前に調査員と協議の上承諾を受け、図面には原則として製品名、会社名をつけてはならない。

また，メーカー等が作成した図面の提出は認めない。なお、諸資材は、“つとめて”大崎市内産を使

用するよう考慮すること。

５) 構造計算書の様式は，日本建築学会発行の各出版物に記載のある様式に準ずる。

６) 特殊な構造を使用する場合においては、あらかじめ強度試験を行うものとし、費用は設計受託額

に含まれるものとする。

７) 電気及び機械設備計算書の様式については，設計者独自様式でよい。計算にあたってはあらか

じめ調査員と打合せを行うこと。

８) 特記仕様書は，「宮城県特記仕様書」（建築，建築改修，電気，電気改修，機械，機械改修，解

体）を準用する。記載事項についてはあらかじめ調査員と打合せを行うこと。

９) 著作権：設計図書類の著作権は，大崎市に帰属する。

10） 既存図面の使用：既存図面を参照利用する場合は，貸与した既存図面に準拠して設計を行い，

調査員の承認を得ない限りこれを変更してはらない。

11） 積算書書式及び様式は，大崎市が定めた積算書式・様式に準ずる。

12) 設計図書作成上の注意

ａ 表紙及び図面リストを作成する。

ｂ 各図面の右下隅に図面番号を記入する。

ｲ 図面番号は，各工事種別毎に通し番号をつける。

建築意匠Ａ/○○，建築構造Ｓ/○○，電気設備Ｅ/○○，機械設備Ｍ/○○

ﾛ 図面に書き入れる文字は，幅３．５mm以上，高さ４．０mm以上以上のかい書で鮮明に書

き入れる。（タイトルは幅８．０mm以上，高さ１０．０mm以上）

ﾊ 図面の下端に縮尺（例:１／100 ）と入れる。

ﾆ 図面用紙は，Ａ３を標準として使用する。

13) 成果物の取り扱いについて

提出されたＣＡＤデータについては，当該施設に係る工事の請負業者に貸与し，当該工事におけ

る施工図の作成，当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

14) 工事費の積算については，数量算出書の他，営繕積算システムＲＩＢＣ（建設大臣官房官庁営繕

部監修）最新版によって入力したデータを提出して下さい。ＲＩＢＣについては下記の（財）建築コスト

管理システム研究所との内訳書数量入力システム利用契約を結び，大崎市より供給する名称及び

複合単価ファイルと併せて入力作業を行って下さい。なお，利用契約の経費は設計委託料に含ま

れています。入力するのは内訳書の各項目のうち，細目及び適用名称，数量，単位，単価（参考単

価），金額，備考，別紙明細書，代価表とします。

＊営繕積算システムＲＩＢＣの問い合わせ先

財団法人 建築コスト管理システム研究所

〒105-0003

住所 東京都港区西新橋 3-25-33 NP 御成門ビル 5F

電話 03-3434-1530

ﾌｧｯｸｽ 03-3434-5476

email：info ribc.or.jp

＊詳しくは財団法人建築コスト管理システム研究所のホームページ（http://www.ribc.or.jp/）をご覧ください。
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15） 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するための保険契約の締結等必要な措置を講じた場合，

調査員に契約書等の写しを提出すること。

16） 営繕工事積算チェックマニュアルについて

営繕工事チェックマニュアル，数量算出チェックリスト，積算数量調書チェックリスト，数量チェックシ

ートは国土交通省ホームページに掲載してあるものを使用すること。

なお，営繕工事積算チェックマニュアル内に記載の営繕工事積算チェックマニュアルの概要 ４．数

量算出チェックリスト，積算数量調書チェックリストの確認 用語の定義については下記内容に置き

換えることとする。

17） 疑義について

設計，積算において疑義が生じた場合，その都度市へ確認すること。

18） 照査項目の確認について

成果品の納入前に，管理技術者及び照査技術者が市調査員等と合同で照査項目・内容の確認

作業を行うものとする。

用語の定義

管理技術者：業務委託により配置される管理技術者

→管理技術者：上記と同じ

主任担当技術者(積算)：業務委託により配置される積算業務の主任担当技術者

→照査技術者：業務委託により配置される照査技術者

担当技術者(積算)：業務委託により配置される積算業務の担当技術者

→主任担当技術者(積算)：業務委託により配置される積算業務の主任担当技術者
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10.設計概要書

※1 アスベスト除去工事に関しては，専門業者と協議の上計画すること

Ⅰ．工事の名称（図面に記載する工事名）

1.建 築 工 事：古川第四小学校外３校給食室空調整備工事（建築）

2.電気設備工事：古川第四小学校外３校給食室空調整備工事（電気）

3.機械設備工事：古川第四小学校外３校給食室空調整備工事（機械）

Ⅱ．工事目的及び概要

既存の施設に空調設備の設置工事を実施するもの。

施設は使用をしながらの改修を基本とし，配管や配線等の既存設備のうち，再利用できるものは

最大限活用し，イニシャルコスト及びランニングコストの比較を行い設計すること。

Ⅲ.設計の基本条件

1. 設計の基本的考え方

各室の面積に応じて必要最低限の冷暖房容量の機種の選定，集中管理リモコンによるデマンドコン

トロールとの連動システムの採用及びキュービクルや配電盤の容量を調査し必要に応じて改修する工

事の設計にあたり，概算工事費の上限を超えない範囲で，調査員と十分協議し諸条件を満たす設計に

努めること。

2.機械設備機器類新設

1)冷暖房設備：エアコン設置

○・ 機器選定にあたっては熱負荷計算を行い決定すること

○・ 電気式を基本とするが，その他の熱源について比較検討しイニシャル・ランニングコストで他の熱

源が有利の場合は調査員と協議すること。

○・ 電気式の場合はデマンドコントロールシステムを設置すること

・機器は事務室にて集中管理を基本とすること

○・ 既設の照明器具，火報及び換気設備等の位置を確認し，新設機器の位置を検討し，必要に応

じて既設機器の移設等を検討すること

2.電気設備機器類改修

1)機器類改修

○・冷暖房設備設置に必要な配電盤，配管及び配線経路を検討し設計すること

○・ 冷暖房設備置後の電気容量等を確認し，必要に応じて受変電設備の改修を検討し設計するこ

と（停電期間をなるべく短くすること）

3.設計内容は建築基準法及び消防法，その他の法令等に適合すること

4.その他 調査員と協議打合せの上決定すること
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別紙一覧表

施設名称 敷地の場所 用途地域

延べ面積

（対象室面

積）

主要構造 備考

古川第四

小学校

大崎市古川大宮

八丁目２番１号
第1種住居地域

6,124 ㎡

（150.00㎡）

RC造

３階建て

古川第五

小学校

大崎市古川穂波

三丁目５番７号

第1種中高層住居

専用地域

6,408 ㎡

（144.45㎡）

RC造

３階建て

古川

中学校

大崎市古川二ノ構

７番５４号
第1種住居地域

3,962 ㎡

（149.08 ㎡）

RC造

３階建て

古川東

中学校

大崎市古川旭

四丁目５番１号
第2種住居地域

6,826 ㎡

（124.81 ㎡）

RC造

３階建て



業務場所

（古川第四小学校）

 測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R4JHs 53-GISMAP55297
 号0 250 500 750 1000 m



業務場所

（古川第五小学校）

 測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R4JHs 53-GISMAP55297
 号0 250 500 750 1000 m





業務場所
（古川東中学校）

 測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R4JHs 53-GISMAP55297
 号0 250 500 750 1000 m



縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ配 置 図 古川第四小学校
6 2 6 0942

未

危

借

一時

屋外

建　　物

危険建物

借地建物

一時使用建物

屋外教育環境

整備事業によ

るもの

未とりこわし建物

方　位

（北に矢印を付す）

0

建物以外の工作物等

門 正門、通用門

自 自転車置場

吹 吹き抜け渡り廊下

簡 簡易小規模構造物

温 温　　室

1000
10 20 305

農道

農
道

建物敷地

渡り廊下

屋体

大プール

市道

②

③-2

③-1

④

吹

S -8㎡1

3

1

R -200㎡

1R -1250㎡

1

①

R -150㎡

1

1

文　部　科　学　省

051240

R -5095㎡

375㎡

小プール

150㎡

S -58㎡

①-1

⑤ 1W -75㎡
更衣室・便所・機械室

門

3R -879㎡

⑥

防災倉庫
児童クラブ

11250㎡

運動場用地

143㎡

14708㎡

凡　　例

（令和７年度）

：業務対象建物を示す。



88.125

屋外避難

縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ平 面 図 古川第四小学校
6 2 6 09420

500
15105

R1
30
0

R1
70
00

1

文　部　科　学　省

05120 4

保健室 職員室

給食室

多目的ホール

昇降口 廊下

水飲

廊下 階段

水飲

廊下

廊下

20.625 150.0 3.6

78.809 48.009 57.981 124.433 323.880

291
15.5 23.05

105.008

職員玄関

④社会体育用便所

屋外避難階段

ダムウェーター

42335

40725

32235

3500 7500 2000 3250 11750 4235

4750 2750 8745 20480 4000

2
25

20
00

1800

500

6100 3765 7985

2600

250

3750

4550

1
85

0

2
80

0
7
70

0
75

00

18
0
00

101157530623510255

34135

30
0
00

2
65

0
0

35
00

45
00

17
00

0

7
50

0

1
8
00

0

77
0
0

28
0
0

1
5
00

倉庫
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

校長室

ＷＣ

(男子)

(女子)

①-1 給食室

22
5

54.813

17.813

31.762

30.8 30.8

10800

5
4
00

② 倉庫

湯沸室

65.587

①1階　1960.486㎡

倉庫 相談室2

16.625
（男）
更衣室

職員 職員
便所

(男) (女)
便所

更衣室(女)

・印刷室

特別支援学級

61.6

特別支援学級

61.48465.335

社会体育用便所 8㎡
150㎡給食室

保有控除

特別支援学級特別支援学級

80008485 40004000

（令和７年度）

ひまわり５

学級
特別支援

６
ひまわり１・２ひまわり相談室 ひまわり３ ひまわり４

：業務対象室を示す。



縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ配 置 図 09430 4 4
古川第五小学校0 15105

未

危

借

一時

屋外

建　　物

危険建物

借地建物

一時使用建物

屋外教育環境

整備事業によ

るもの

未とりこわし建物

方　位

（北に矢印を付す）

建物以外の工作物等

門 正門、通用門

自 自転車置場

吹 吹き抜け渡り廊下

簡 簡易小規模構造物

温 温　　室

R -220㎡
②-2

②-1
R -1258㎡1

1

④
W -95㎡1

渡り廊下

吹

運動場用地 12900㎡

150㎡

大プール
375㎡

更
衣
室
・
便
所
・
機
械
室

建物敷地保有 17100㎡

③
W -79㎡１

1

EXP.J

EXP.J

R -169㎡1

文　部　科　学　省

651240

①
R -5045㎡

凡　　例

1000

①－1

⑤ R -1194㎡

3

3

小プール

防災倉庫

（令和７年度）

：業務対象建物を示す。



縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ平 面 図
60

500
15105 古川第五小学校 4 4 0943

1

文　部　科　学　省

05140 2

普通教室

教材室
女子便所男子便所

普通教室 普通教室
保健室

ポーチ

多目的ホール

家庭科室

ポーチ

玄関ホール

休憩室

給食室

職員室

男子便所 女子便所

女子更衣室更衣室

7
80
0

7
52
5

23
0
0
4
50
0

45
0
0

1
15
00

8000 6000 5000 5000 8250 16250 8000 5800 4000 4000 4000 4000 80008000

94300
8
00
0

8
00
0

68
00

52
25

23
00

7
80
0

6
00
0

4
41
25

8000

40004000

6000

4500

6500

3500

115001380080008250800080008000

94300

8000

4
41
25

6
00
0

1500

250

湯沸 倉庫

男
子
更
衣
室

女子

EXP.J

EXP.J

①－1

1階平面図

①

94.07

準備室

32.0
92.0

34.45

配膳室

18.0

印刷室

18.0

31.35

62.4 62.4 62.4 62.4 62.464.35

147.0

ポ
ン
プ
室

1-2 1-3 1-4
普通教室

1-1

放送室

校長室

48.91

スタジオ

20.36

30.1

病弱

(特支)

30.1

通級
スクラム

１
(言語)

保有控除

その他（通級）
(言語) 30.1㎡スクラム1

給食室 169㎡

スクラム2

通級

（令和７年度）

：業務対象室を示す。



凡　　例

縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ配 置 図 古川中学校
3 5 6 6 0962

未

危

借

一時

屋外

建　　物

危険建物

借地建物

一時使用建物

屋外教育環境

整備事業によ

るもの

未とりこわし建物

方　位

（北に矢印を付す）

0
1200

10 20 30 40

建物以外の工作物等

門 正門、通用門

自 自転車置場

吹 吹き抜け渡り廊下

簡 簡易小規模構造物

温 温　　室

運動場用地保有 12916㎡

建物敷地保有

⑲-1 R -13922
クラブハウス

R -2261

⑲-2

特別管理教室棟

3
R -1593

R -2285
3

更衣室・便所・機械室

⑫
B -73

1

プール

吹

⑳ R -4101

自

吹
倉庫

1⑱ B -8

⑪
S -59

1

社会体育用ＷＣ

①-1

①-2

24

障害者
用ＷＣS -10

1

1

文　部　科　学　省

5240 1

屋内運動場

防災倉庫

1W -36④-1

1⑭ W -26倉庫

1W -2223

自

武道場
25

自

自

吹

吹

門

10743㎡

3 S -8422

21 3R -1374

卓球場

R -4001

（令和７年度）

：業務対象建物を示す。



縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ平 面 図 古川中学校
5 6 6 09620

400
15102 4 6 8

1

文　部　科　学　省

30 4 2 1 5

廊下

物置

便所

休憩室

食品
倉庫

検収室

給食室 美術室１ 美術室２

美術準備室

物置

廊下

音楽室１

廊下

音楽室２

保有控除
給食室 168㎡

7000 4000 2000 3500 2500 3000

3
40
0

4
00
0

2
30
0

1
00
00

19
70
0

2
70
0

8
2
00

54
00

3
40
0

25004800 3600 95003600

24000

800080008000

24000

7000 4000 2000 3500 2500 3000

2
30
0
4
00
0

1
00
00

2
13
00

50
00

7000 14000 3000

800080008000

24000

50
00

4
00
0

2
30
0

1
00
00

2
13
00

2000 2000

1階 2階 3階21 2121

家庭科(調理)室
家庭被服室

130.0 90.0 90.0 90.0

44.0

家庭被服
準備室
22.0

音楽準備室
47.6

112.0 112.0

準備室

21.6

女子便所 男子便所

38.0

家庭科(調理)準備室
配膳室

女子便所 男子便所

90.4

視聴覚室

（令和７年度）

：業務対象室を示す。



1

縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ配 置 図 古川東中学校
7 6 4 0965

未

危

借

一時

屋外

建　　物

危険建物

借地建物

一時使用建物

屋外教育環境

整備事業によ

るもの

未とりこわし建物

方　位

（北に矢印を付す）

0

建物以外の工作物等

門 正門、通用門

自 自転車置場

吹 吹き抜け渡り廊下

簡

温 温　　室

1000
10 20 30 40

1

文　部　科　学　省

351240

キュービクル

受水槽

職員・給食車出入口

給食棟

来客車出入口道路生徒出入口

中庭 消火栓ポンプ室棟

屋内運動棟

プール

テニスコート

バックネット

200ｍトラック

バックネット

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

自

自

自

自自

自

自

門

自

自

自

自

自

門 門

倉

②S -93

⑦R -150

⑧S -8

1

1

⑮ R -2,560

⑭ R -4,119

⑯ R -147

3

3

3

校舎棟

渡り廊下棟
⑰ S -1372

⑱ R -91

⑲ S -1,5012

プール付属棟 ⑳ R -1101

R -4421

屋外便所棟

部室棟

S -9522 1

建物敷地保有  14845㎡

運動場用地保有  16630㎡

サッカー場

1

簡易小規模構造物

凡　　例

（令和７年度）

：業務対象建物を示す。



縮 調
査
番
号

（都道府県）（市町村） （学　校）
学
校
名

整
理
番
号尺

ｍ平 面 図 古川東中学校
7 6 4 09650 102 4 6 8 15 20 25

1

文　部　科　学　省

500

351240

渡廊下棟 ２階平面図

⑰ 2階1,2657,410

2
,6

707
,1

70 4
,5

00

2,670

2
,8

35

消火栓ポンプ室棟

3,000

3
,0

00

⑱

女子便所

多目的

男子便所

便所

2,
40
0 2
,5

002,
3
00

2,6002,200

3,
70

0
2
,0

00

3,
50

0

9,
2
00

4,800

屋外便所棟21

5,000

プール棟 平面図

3,000 6,000 5,000

34,000

3,500

1,000 1,800

3,3002,150

UP

HWC

更衣室
男子

男子
便所

女子
更衣室
女子

シャワー
洗眼 倉庫 機械室UP

UPUP

2,
20

0
2
,5

004
,7

0
0

3,050

3,000

⑳

3
,5

00

便所

渡廊下棟 １階平面図

⑰ 1階

2
,6

70
4
,
50

0
9
,0

0
0 2
7,

9
86

10
,8

16
1,

00
0

2,670

2,548

11
,3
35

1,265

8,675

2,670

校舎棟 屋上階平面図

4,180

UP

2
,0

05
5
,
49

5

7
,5

00
⑮ 屋上階

部室棟22

27
,0

00

3,500

⑦　給食室 ⑧　渡り廊下

10
.0

3.
0休憩室

食品庫

調理室

食品庫

配膳室

8.053.2 3.75

15.0

2
.
5

3.2

保有控除

⑳プール棟   110㎡
⑦給食室　　150㎡

（令和７年度）

：業務対象室を示す。

2.
5

4.
5検収室



単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘  要

古川第四小学校外3校給食室空調整備工事設計業務

(1)

式 1.0

(2)

式 1.0

(3)

式 1.0

(4) 特別経費

　1)リビック使用料 式 1.0

10%

委　託　費　内　訳　書

名　　　　　　　　　　　称 各種率

委託業務費

空調整備工事実施設計

直接人件費

諸経費

技術経費

小　計

　　　　　　　　業務価格 

　　　　　　消費税等相当額 消費税
率

　　　　　　　委託業務費 


